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これまでの検討

第１回
令和6年11月8日

第２回
令和7年3月26日

第３回
令和7年8月7日

第４回
令和7年12月22日

野木町下水道事業
の現状について

下水道使用料の水
準について

下水道使用料の体
系について

答申（案）につい
て

現状の課題から今後の推計を踏まえ１年間かけて料金について検討

答申（案）のポイント

０１ 経緯
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答申（案）のポイント

０２ 現状

物価高騰による汚水処理費の増加

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

500,000

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

使用料収入 汚水処理費 使用料回収率

恒常的な使用料収入の不足
使用料収入
汚水処理費
（千円）

使用料回収率
（%）

下水道事業では、汚水処理費用を使用料収
入で賄うことが基本的な仕組みとなっている。
しかし、長年にわたって使用料が不足してお
り、その結果、汚水処理費用の一部は一般会
計（税金）から補てんされている状況が続い
ている

汚水処理費は約２億７千万円の水準であっ
たが、物価高騰や燃料費・人件費の上昇など
の影響を受け、令和６年度には３億円を超え
た。一方で、令和６年度の使用料収入は約２
億１千万円にとどまっており、概ね９千万円
の不足が生じている

この不足額は一般会計から補填てんれてい
るが、税金での補てんは公平性の観点から、
改善が求められる

※公営企業法適用によりR１以前は実収入額、R2以降は調定額となる
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答申（案）のポイント

０２ 現状
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※水洗化人口は平均増減率により算出している。

（千㎥） （人）
実 績 推 計

有収水量の減少予測

使用料収入に反映される有収水量について
は、新規整備による接続者の増加により、増
加傾向が続き、加えて、令和２年度以降、コロ
ナ禍による一時的な水需要の増加もあり、有
収水量はさらに増加した。 しかし、コロナ禍
による需要増加は一時的なものであり、令和
４年度以降は水需要が落ち着き、結果として
有収水量は減少に転じる傾向が予測されて
いる。

水洗化人口については、新規接続による増
加が見込まれる一方で、人口の自然減少がそ
れを上回るため、今後減少傾向が続くと予測
されている。

水洗化人口の減少や節水機器の普及など
の影響を受け、今後の有収水量は減少してい
くと予想される。このため、使用料収入も同
様に減少する見込みである。

今後の更なる人口減少
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答申（案）のポイント

０２ 現状

管路施設が耐用
年数を迎える

昭和５７年布設 ９．８ｋｍ

昭和５８年布設 ５．６ｋｍ

１０年以内に約
１５ｋｍの管路
が耐用年数を超
過

多額の整備費用
に要する借入金

耐用年数：令和１２年まで

耐用年数：令和１３年まで
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令和５年度では
借入金残高約３７億円
償還金約約３．８億円
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答申（案）のポイント

０２ 現状

経営環境の変化による課題

① 物価の高騰により使用料単価（いただいている使
用料の単価） を汚水処理原価（汚水を処理する単
価）が上回っている

令和６年度決算
使用料単価１２6．3円/㎥
汚水処理原価１80．0円/㎥

② 初期の管路は昭和５７年に埋設しており、老朽化が
進んでいる

今後１０年間で１５ｋｍ以上の
管路が耐用年数を超過

使用料単価＜汚水処理原価

管路施設の老朽化

③ 消費税改定を除いた場合、平成９年度に施行した使
用料体系が現行まで続いている

２８年間変わらないため物価高
騰などの社会情勢に未対応

長期間の料金据え置き

④ 不足額を一般会計から補てんしており、公平性の観
点から問題が生じている

一般会計からの補てんが無い
場合は資金不足に陥る

財源の一般会計への依存
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０３ 使用料水準

私費負担部分

（汚水処理に要する経費）

公費負担部分

（雨水処理に要する経費 等）

使用料収入

（私費負担）

一般会計繰入金

（公費負担）

基準内繰入金基準外
繰入金

財 源

経 費

一般会計繰入金と使用料の構成

私費負担部分

（汚水処理に要する経費）

公費負担部分

（雨水処理に要する経費 等）

使用料収入

（私費負担）

一般会計繰入金

（公費負担）
財 源

経 費

現 状

一般会計に依存しない
理想の状態

・雨水処理などの一部経費は一般会計が負担しており、その負担を「基準内繰入金」、超過分を「基準外繰入
金」と呼ぶ
・現在、汚水処理に要する経費の一部を基準外繰入金に依存しているが、一般会計の財政状況によって補て
んが不可能になる恐れがある
・基準外繰入金を解消するため、使用料水準の見直しが必要

６



答申（案）のポイント

０３ 使用料水準

使用料水準算定の流れ

算定期間の設定
期間内の費用
を算定

使用料以外の収
入を算定

使用料収入で賄
う水準を算出

算定期間 令和７年度～令和１１年度 算定期間内の収支を試算した結果

現行水準の使用料収入÷有収水量
＝１２５．７円/㎥

使用料収入で賄うべき収入÷有収水量
＝２１５．２円/㎥

現行では１㎥の汚水処理に
対して１２５．７円の収入がある

支出額と均衡を図るためには
１㎥の汚水処理に対して
２１５．２円の収入が必要

全体として約７１％
使用料水準の
引き上げが必要

下水道事業は多額の借入金があることか
ら、基準外繰出金を解消しつつ、資金不足
を防ぐためには、大幅な改定率を要する

事業 借入残高 償還金

水道 7.4億円 0.5億円

下水道 36.6億円 3.8億円

令和６年度末企業債

急激な値上げになるた
め、水道料金と同水準
の約２５％を設定

※使用料単価は過去３年平均値
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答申（案）のポイント

０４ 使用料体系

基本使用料と従量使用料を組み合わせた制度二部使用料制

基本料金に一定の水量を付与
（基本水量１０㎥の場合 → 基本料金で10㎥まで使用可能）

基本水量制

二部使用料制現行の体系 基本水量制 累進使用料制

組み合わせて設定

・水道料金比例制

・累進使用料制

・水質使用料制

・用途別使用料制

水道料金の一定割合を下水道使用料として徴収する制度

汚水排出量が大量になるほど１㎥当たりの使用量単価を高く設定する制度

使用料対象経費の一部を一定の基準を超える濃度の汚水を排出する使用
者に賦課する制度

使用者の使用目的等により使用料を区分する方法で、その区分に応じて同
じ汚水排出量であっても使用料が異なる制度

→ 国の方針では廃止が望ましいとされている
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答申（案）のポイント

０４ 使用料体系

使用料体系設定の考え方

① 使用料対象経費の分解 ② 使用料対象経費の配賦

需用家費

固定費

変動費

基本使用料

従量使用料

各使用者に均一に配賦

現行の使用料金体系の
負担割合に応じて配賦

使用料徴収関係経費

施設の規模に応じて固定的に必要と
される経費

人件費、資本費など

薬品費、動力費など

11~20 21~50 51~100 101~ 不足額

現行使用料

必要使用料水準

現行の水量区分をもとに構成割合を算定
11~20 21~50 51~100 101~1~10

不足額

水量区分ごとの改定
率を鑑み、1～10㎥
の単価を30㎥/円で
設定

1～10㎥設定後、
残りの不足額を現行
の水量区分の割合に
応じて負担額を設定

～ 従量使用料の配賦 ～
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答申（案）のポイント

０４ 料金体系

二部使用料制

固定的な経費を負担いただく「基本料金」と使用した水量に応じ
て負担いただく「従量料金」の構成を一般的な考え方として採用

累進使用料制（逓増型使用料制）の継続

需要変動リスクに対応するコストを調整・配賦する趣旨に基づき、
継続して採用

基本水量制の廃止

核家族化や一人世帯の増加によって基本水量に満たない使用
者が増加しており、公平性に問題が生じている

現行体系に応じて従量使用料を設定

現行の使用量体系の収入割合に応じて、従量使用料へ配賦する
ことにより、改定率ごとの偏りを抑制

全国の使用料体系割合

従量使用料・基本料金ありのうち、1,040の団体が累進性
（全体の約77%が二部使用料制かつ累進使用料制）

～ 改定案のポイント ～

従量使用料制・

基本料金あり, 

1,269, 94%

従量使用料制・

基本料金なし, 41, 

3%

水道料金比例制, 

15, 1%

定額制, 12, 1%

その他, 13, 1%

従量使用料制・基本料金あり
従量使用料制・基本料金なし
水道料金比例制
定額制
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答申（案）のポイント

０５ 料金表

現行料金表旧 見直し後料金表（案）新

・税抜き表記

新使用料体系（案）

基本使用料
従量使用料

汚水量 １㎥あたり

１，１００円

０～１０㎥ ０円

１１～２０㎥ １２０円

２１～５０㎥ １３０円

５１～１００㎥ １４０円

１０１～㎥ １５０円

基本使用料
従量使用料

汚水量 １㎥あたり

１，０９０円

０～１０㎥ 30円

１１～２０㎥ １50円

２１～５０㎥ １60円

５１～１００㎥ １70円

１０１～㎥ １80円

・臨時用は現行と同様１０１㎥～の単価と同額とする

１１



答申（案）のポイント

０５ 料金表

見直し後使用料（案）

水量区分ごとの料金表及び現行使用料との比較を示した

水量区分（㎥/月）
現行（円） 改定後（円） 比較（円）

税込
改定率
B/A基本料金 従量料金 合計(税抜) 合計(税込) 基本料金 従量料金 合計(税抜) 合計(税込)

1㎥ 1,100 0 1,100 1,210 1,090 30 1,120 1,232 22 1.82%

2㎥ 1,100 0 1,100 1,210 1,090 60 1,150 1,265 55 4.55%

3㎥ 1,100 0 1,100 1,210 1,090 90 1,180 1,298 88 7.27%

4㎥ 1,100 0 1,100 1,210 1,090 120 1,210 1,331 121 10.00%

5㎥ 1,100 0 1,100 1,210 1,090 150 1,240 1,364 154 12.73%

10㎥ 1,100 0 1,100 1,210 1,090 300 1,390 1,529 319 26.36%

15㎥ 1,100 600 1,700 1,870 1,090 1,050 2,140 2,354 484 25.88%

20㎥ 1,100 1,200 2,300 2,530 1,090 1,800 2,890 3,179 649 25.65%

30㎥ 1,100 2,500 3,600 3,960 1,090 3,400 4,490 4,939 979 24.72%

50㎥ 1,100 5,100 6,200 6,820 1,090 6,600 7,690 8,459 1,639 24.03%

100㎥ 1,100 12,100 13,200 14,520 1,090 15,100 16,190 17,809 3,289 22.65%

500㎥ 1,100 72,100 73,200 80,520 1,090 87,100 88,190 97,009 16,489 20.48%

1,000㎥ 1,100 147,100 148,200 163,020 1,090 177,100 178,190 196,009 32,989 20.24%

１２

※水量区分は排出する汚水量を示している
水道使用者は水道の使用水量を汚水量として認定する



答申（案）のポイント

０６ 使用料推計

新料金体系（案）を基に今後の水道料金の推計を示した
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232.5
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使用料収入

項目 R6（決算） R7 R8 R9 R10 R11

使用料収入 ２１２.６ ２１２.１ ２３2.5 ２６０.４ ２６０.１ ２５９.7

経費回収率 ７０.２% ６８.７% ７0.9% ８８.０% ８０.１% ９０.８%

R8.１０月使用分（１１月調定）から改定を想定

R6
使用料収入

２１２．６百万円
経費回収率

７０。２％

使用料収入

２１２．６百万円
経費回収率

７０．２％

使用料収入

２５９．７百万円
経費回収率

１９０．８％

使用料収入

２５９．７百万円
経費回収率

９０．８％

R１１

単位：百万円

(百万円)

経費回収率＝
下水道使用料

汚水処理費（公費負担除く）
×１００
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０７ 改定時期

改定時期のポイント

議案の上程

R8.３ R8.１０

料金改定の周知

新体系へ移行

独立採算制の原則に基づき、重要な社会基盤を
担う事業として早急な経営改善

公営企業として
早急な経営改善

十分な周知期間を設け、下水道使用者への理解
に努める必要がある

下水道使用者
への理解

周知期間 半年

令和８年10月１日
より改定
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答申（案）のポイント

０８ 附帯意見

適正な下水道使用料水準に係る検討項目に加え、留意される事項を記述

附
帯
意
見

３年から５年程度で定期的な見直しの検討

【物価上昇などの社会情勢の変化の場合でも必要に応じて検討をすること】

平成９年度からの長期間の据置による高い改定率

【積極的な広報活動による使用者への十分な理解を得ること】

使用料改定のみを財政収支改善の手段としない

【業務の改善・合理化による経費の圧縮に努めること】

１５



参 考 資 料下水道使用料比較一覧

栃木県 茨城県 最大：ひたちなか・東海広域事務組合 ４，６２０円
最小：守谷市 ２，１８４円

出典：令和６年度地方公営企業決算状況調査
令和７年３月３１日時点 一般家庭用 ２０㎥／月 消費税含む

最大：矢板市 ３，３００円
最小：佐野市 ２，２００円
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守谷市
野木町（現行）
かすみがうら市

常陸太田市
東海村
利根町
土浦市
石岡市

ひたちなか市
つくばみらい市

茨城町
大洗町
阿見町
日立市
鹿嶋市
牛久市

龍ケ崎市
神栖市
城里町
五霞町
水戸市

常陸大宮市
那珂市
稲敷市

小美玉市
坂東市
つくば市

野木町（改定後）
古河市
下妻市

八千代町
筑西市
常総市
美浦村
境町

取手地方広域下水道組合
日立・高萩広域下水道組合

結城市
潮来市
笠間市
行方市
鉾田市

北茨城市
桜川市

ひたちなか・東海広域事務組合ひたちなか・東海広域事務組合

日立・高荻広域下水道組合

取手地方広域下水道組合
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2,640 

2,695 
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3,040 

3,062 
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佐野市

那須町

下野市

さくら市

野木町（現行）

上三川町

鹿沼市

宇都宮市

那須塩原市

大田原市

真岡市

小山市

那須烏山市

那珂川町

芳賀町

益子町

高根沢町

茂木町

足利市

日光市

栃木市

市貝町

野木町（改定後）

壬生町

矢板市

１６


	タイトルなしのセクション
	スライド 1: 答申（案）について
	スライド 2
	スライド 3
	スライド 4
	スライド 5
	スライド 6
	スライド 7
	スライド 8
	スライド 9
	スライド 10
	スライド 11
	スライド 12
	スライド 13
	スライド 14
	スライド 15
	スライド 16
	スライド 17


